
 

 

テレワーク活用・働く女性応援助成金支給要綱 

テレワーク活用推進コース 

 

平成３０年４月１日付３０東し雇第３７号  

平成３１年４月１日付３１東し雇第１０号  

平成３１年４月２５日付３１東し雇第１８２号  

      

（目 的） 

第１条 テレワーク活用・働く女性応援助成金テレワーク活用推進コース（以

下「助成金」という。）は、家庭と仕事の両立や働き方改革の推進に向けたテ

レワークによる職場環境の整備に必要な取組を行った都内中堅・中小企業等

に対し、当該取組に係る経費を助成することにより、都内中堅・中小企業等

の職場環境の改善を図ることを目的とする。 

 

（通 則） 

第２条 公益財団法人東京しごと財団（以下、「財団」という。）が実施する助

成金の支給に関しては、この要綱の定めるところによる。 

 

（定 義） 

第３条 この要綱における定義は、次に定めるところによる。 

（１）都内中堅・中小企業等とは、常時雇用する労働者の数が９９９人以下の

企業(この要綱において「企業」とは、会社法(平成１７年法律第８６号)第２

条第１号に定める「会社」又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律(平成１７年法律第８７号)第３条第２号に定める「特例有限会社」を

いう。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第

４８号）第２２条又は第１６３条の規定により成立した法人等であること。 

（２）女性の活躍推進等職場環境整備助成金（以下、「職場環境整備助成金」と

いう。）とは、平成２８年度から平成２９年度の間に財団が実施した下記の事

業をいう。  

助成事業  内容説明  

女 性 の 活 躍

推進事業  
女性の採用・職域拡大を目的とした設備等の整備  

多 様 な 勤 務

形 態 の 実 現

事業  

（１） 

在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等を可能とす

る情報通信機器等の導入による多様な勤務形態の実現の

ための環境整備  



 

 

（２） 

・介護を理由とした休業等に伴う代替要員の配置  

・育児、介護を理由とする短時間勤務制度利用に伴う人

員補充  

 

（助成対象事業者の要件） 

第４条 この要綱において、助成の対象とする事業者（以下「助成対象事業者」 

という。）は、中堅・中小企業等であって、次の各号を全て満たしている者と

する。 

（１） 都内で事業を営んでいること。 

（２） 都内に勤務している常時雇用する労働者を２名以上、かつ、６か月以

上継続して雇用していること。 

（３）東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱（平成３１年３月１９日

付３０総行革監第９１号）に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体

又は東京都が設立した法人でないこと。 

（４）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。 

（５）労働関係法令について、次のアからクを満たしていること。 

  ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額（地域別、特

定（産業別）最低賃金額）を上回っていること。 

イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反してい

ないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分に

ついて通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 

ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働

に関する協定（36 協定）」を締結し、遵守していること。 

エ 平成３１年４月以降、労働基準法第３６条第６項第２号及び第３号に

定める限度を超える時間外・休日労働を行っている従業員がいないこと。 

オ 支給申請日の前日を起点として過去１年間に年 720 時間を超える時間

外・休日労働を行っている従業員がいないこと 

カ 労働基準法第３９条第７項に違反していないこと。 

キ その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。 

ク 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止す

るための措置をとっていること。 

（６）都税の未納がないこと。 

（７）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業、同条第１３項に規定する接客業務受託営業及びこれらに



 

 

類する事業を行っていないこと。 

（８）暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以

下「条例」という。）第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規

定する暴力団関係者をいう。）、暴力団（同条第 2 号に規定する暴力団をい

う。）及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若し

くは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。 

（９）就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。 

（１０）本事業の助成金を利用又は申請した中堅・中小企業等の代表者と、新

たに助成対象事業者になろうとする中堅・中小企業等の代表者が同一でな

いこと。 

２ その他、財団理事長（以下、「理事長」という。）が適当でないと判断した

場合は本助成金の対象外とすることができる。 

 

（助成事業及び助成対象経費等） 

第５条 助成事業は、職場環境の改善のために助成対象事業者が実施する、次

の各号に掲げる事業とする。 

（１） テレワーク機器導入事業 

（２） サテライトオフィス利用事業 

２ 前項の各助成事業の内容は別表１のとおりとする。 

３ 助成事業の実施期間は２年以内とする。ただし、年度途中に開始した場合

は翌年度末までとする。 

４ 助成対象経費は、助成対象事業者が助成事業を実施するために必要な経費

であって、別表２－１及び別表２－２に掲げるもののうち、理事長が必要か

つ適当と認めるものについて、予算の範囲内において支給する。 

５ 前項の助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その

他の収入が生じる場合は、実支出額から当該収入額を差し引くものとする。 

 

（助成額及び助成率等） 

第６条 助成金の支給額は、一助成対象事業者に対し以下のとおりとする。 

助成事業 助成金の上限 助成率 

テレワーク機器導入事業 ２５０万円 ２分の１ 

サテライトオフィス利用事業 ２５０万円 ２分の１ 

２ 算出した助成金の額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 

 

（助成対象期間） 



 

 

第７条 助成金の助成対象期間は、平成３１年（２０１９年）４月１日から令

和３年（２０２１年）３月３１日まで、又は東京都の出えん金により財団が

創設した基金の予算の全額が執行された日のいずれか早い時点までとする。 

 

（支給申請） 

第８条 助成金の支給の申請を行おうとする助成対象事業者（以下「申請企業

等」という。）は、事業計画書兼支給申請書（様式第１－１号又は様式第１－

２号）、誓約書（様式第２号）を理事長に提出しなければならない。 

なお、申請は助成事業ごとに１年度１回限りとする。 

２ 当該申請にあたっての提出書類は、別表３に定めるもののほか、別途募集

要項に定める。 

 

（支給決定） 

第９条 理事長は、前条により申請企業等から申請があった場合は、その内容

を審査の上、次の各号のとおり支給決定又は不支給決定を行う。 

（１）審査の上、適当と認められるときは、速やかに支給決定を行い、支給決

定通知書（様式第３－１号）により、当該支給決定の内容及びこれに付し

た条件について、当該申請企業等（以下「助成対象事業者」という。）に通

知する。なお、支給決定額を助成金支給額の上限とする。 

（２）審査の上、適当と認められないときは、速やかに不支給決定を行い、不

支給決定通知書（様式第３－２号）により、当該不支給決定の内容及び理

由について、当該申請企業等に通知する。 

 

（事業計画の変更） 

第１０条 助成対象事業者は、第８条により提出した事業計画を変更する場合

は、変更承認申請書（様式第４号）を理事長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

２ 前項の事業計画を変更する場合とは、次の各号に該当する場合をいう。 

（１）助成対象事業者の名称、所在地、代表者、印影を変更する場合 

（２）取組内容の一部を変更する場合 

（３）助成対象経費を２分の１未満の額に変更する場合 

３ 前項の規定にかかわらず、第２項第１号において、登記簿等が必要な内容

については登記簿等取得後に申請することができる。 

４ 理事長は、第１項により変更承認申請書（様式第４号）が提出された場合



 

 

において、内容を審査し、変更承認通知書（様式第５－１号）又は変更不承

認通知書（様式第５－２号）により、当該助成対象事業者に通知する。ただ

し、第２項第１号に該当する場合は、変更承認申請書の写しの交付をもって

通知とする。 

 

（事業計画の中止） 

第１１条 助成対象事業者は、第８条により提出した取組内容に記載したすべ

ての事業を中止する場合及び助成対象期間内に実施しない場合は、中止届出

書（様式第６号）を理事長に提出しなければならない。 

 

（債権譲渡の禁止）  

第１２条 助成対象事業者は、第９条に基づく支給の決定によって生じる権利

の全て又は一部を理事長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は継承させて

はならない。  

 

（申請の撤回） 

第１３条 申請企業等は、支給申請後に申請を撤回しようとするときは、遅滞

なく支給申請撤回届出書（様式第７号）を理事長に提出しなければならない。 

２ 理事長は、第９条の規定により支給決定の通知をする場合において、助成

対象事業者が支給決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、

当該通知受領後１４日以内に申請の撤回をすることができる旨を通知する。  

３ 助成対象事業者から申請の撤回があった場合は、当該申請に係る助成金の

支給決定はなかったものとみなす。  

 

（立入調査） 

第１４条 理事長は、助成事業の状況及び経費の収支等について、関係職員に

立入調査をさせることができる。 

 

（中間稼働実績報告）  

第１５条 助成対象事業者は、サテライトオフィス利用事業を実施する場合、

中間稼働実績報告書（様式第８号）及び別表４－１並びに別表４－２に定め

る書類を作成し、理事長に提出しなければならない。中間稼働実績報告は支

給決定後３か月（月単位）経過時原則１か月以内、以降６か月経過時原則１

か月以内毎に行わなければならない。  



 

 

２ 当該中間稼働実績報告にあたっての提出書類は、前項に定めるもののほか、

別途募集要項に定める。  

 

（実績報告）  

第１６条 助成対象事業者は、助成事業が完了したときは、実績報告書（様式

第９－１号または様式第９－２号）及び別表４－３並びに別表４－４に定め

る書類を作成し、原則として事業完了後一か月以内に理事長に提出しなけれ

ばならない。  

２ 当該実績報告にあたっての提出書類は、前項に定めるもののほか、別途募

集要項に定める。  

 

（助成金の額の確定） 

第１７条 理事長は、前条により実績報告書の提出を受けた場合は、当該報告

に係る助成事業の実績結果が支給決定の内容及びこれに付した条件等に適合

するものであるかを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認

めたときは、支給すべき助成金の額を確定し、助成額確定通知書（様式第１

０号）により、当該助成対象事業者に速やかに通知する。 

 

（是正のための措置） 

第１８条 理事長は、前条による実績報告の審査又は現地調査等により、助

成事業の成果等がこの支給要綱の内容や支給決定の際に付した条件等に

適合しない事実が明らかになった場合には、これに適合させるために必要

な措置を命ずることができる。  

 

 

（助成金の経理等） 

第１９条 助成対象事業者は、助成事業に係る経理について収支の事実を明ら

かにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を支給決定のあった日の属

する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（取得財産の管理） 

第２０条 助成対象事業者は、助成事業により取得し、又は効用が増した財

産（以下「取得財産」という。）を適切に管理し、助成事業の完了後も、

助成金の支給の目的に従いその効率的運用を図らなければならない。 



 

 

２ 助成対象事業者は取得財産について、固定資産として計上するなど関係

法令等に基づき適切な会計処理を行わなければならない。  

 

（財産の処分の制限） 

第２１条 助成対象事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に

貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し又は債務の担保に供しよ

うとする（以下、「取得財産等の処分」という。）ときは、あらかじめ

財産処分申請書（様式第１１号）による申請により理事長の承認を受け

なければならない。ただし、当該取得財産等が、取得価格又は効用の増

加価格が５０万円以上のもので、かつ、「減価償却資産の耐用年数等に

関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間を経過した

ものについてはこの限りではない。 

２ 理事長は、前項の規定により承認した取得財産等の処分により助成対

象事業者が収入を得たときは、その収入の全部又は一部を財団に納付さ

せることができる。 

 

（助成金の支払） 

第２２条 助成対象事業者は、第１７条により通知を受けた場合において、助

成金の支払を受けようとするときは、助成金請求書兼口座振替依頼書（様式

第１２号）を理事長に提出しなれければならない。 

２ 理事長は、前項により助成金の支払の請求があった場合は、その内容を審

査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。 

３ 助成金は確定払いとする。 

 

（支給決定の取消し） 

第２３条 理事長は、助成対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

助成金の支給決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの支給決定の内容

若しくはこれに付けた条件を変更することがある。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）助成金の支給決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反した

とき。 

（４）廃業及び倒産等により助成事業の実施が客観的に不可能となったとき。 

（５）助成対象事業者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用



 

 

人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至

ったとき。 

（６）その他の補助金等の支給の決定の内容又はこれに付した条件その他法令

又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、助成事業について支給すべき助成金の額の確定があった後 

においても適用する。 

 

（助成金の返還） 

第２４条 理事長は、前条の規定により助成金の支給決定の全部又は一部を取

り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成

対象事業者に助成金が支払われているときは、期限を付してその返還を命じ

る。 

２ 前項の助成金の返還期限は、当該返還を命令された日から起算して２０日

以内とし、返還に係る手続は、所定の納付書によりその期日及び場所を指定

して行う。 

 

（違約加算金及び延滞金の納付） 

第２５条 理事長が第２３条の規定により助成金の支給決定の全部又は一部を

取り消した場合において、前条の規定により助成金の返還を命じたときは、

助成対象事業者は、当該命令にかかる助成金を受領した日から返還の日まで

の日数に応じ、当該助成金の額（一部を納付した場合におけるその後の期間

については、既返還額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割

合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければな

らない。 

２ 理事長が助成金の返還を命じた場合において、助成対象事業者が定められ

た納期日までにこれを納付しなかったときは、助成対象事業者は、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しな

ければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間については３６

５日の割合とする。 

 

（違約加算金の基礎となる額の計算） 

第２６条 前条第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、



 

 

助成対象事業者の納付した金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、

その納付金額は、まず当該返還を命じた助成金の額に充てる。 

 

（延滞金の基礎となる額の計算） 

第２７条 第２５条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、

返還を命じた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌

日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除し

た額によるものとする。 

 

（各種助成金等との併給調整） 

第２８条 理事長は、助成対象事業者が以下の各号に該当する場合は、助成金

の併給を認めないものとする。 

（１）第３条第２号に規定する、多様な勤務形態の実現事業のうち（１）

の助成金を受給（予定含む。）したことがあり、テレワーク機器導入事業

を実施する場合。 

（２）平成３０年度に財団が実施したテレワーク活用・働く女性応援助成

金を受給（予定含む。）したことがあり、同じ助成事業（テレワーク機器

導入事業又はサテライトオフィス利用事業）を実施する場合。 

 （３）助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各

種助成金のうち、国、都又は区市町村が実施するもの（国、都又は区市町

村が他の団体等に委託して実施するものを含む。）を受給する又は受給し

た場合の併給を認めないものとする。 

 

（非常災害の場合の措置） 

第２９条 非常災害等による被害を受け、事業の遂行が困難となった場合の助

成対象事業者の措置については、理事長が指示するところによる。 

 

（義務の承継） 

第３０条 助成対象事業者が助成事業及びその成果に基づく事業の運営を、新

たに設立する会社等に承継させる場合において、交付の決定に定める義務

等は承継後の会社等に適用があるものとし、助成対象事業者はそのために

必要な手続きを行わなければならない。 

（その他） 

第３１条 助成金の支給に関するその他必要な事項は、理事長が別に定める。 



 

 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成３１年４月２５日から施行する。 

 



別表１（第５条関係） 

 

助成事業の内容 

助成事業 内容説明 

テレワーク機器

導入事業 

在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレ

ワーク環境の整備 

サテライトオフ

ィス利用事業 

サテライトオフィスでのテレワーク導入に伴う民間サテライトオフィス

の利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２－１（第５条関係） 

助成対象経費 

助成事業 助成対象経費 

テレワーク機器導

入事業 

在宅勤務のための環境構築、モバイル勤務環境構築費用 

 
モバイル端末等整備費用 

ネットワーク整備費用、システム構築費用、関連ソフト利用料 

専門業者にテレワーク環境やモバイル勤務環境構築を一括委託する場合の経費 

システム導入時運用サポート費用 

サテライトオフィ

ス利用事業 
民間サテライトオフィスの利用に係る経費 

※ 助成対象経費は、上表に掲げる経費の中で、助成対象事業者が、原則として都内に勤務する常時雇用する労

働者（雇用保険被保険者）に向けて行う取組みを対象とする。 

※ 助成対象経費は、助成対象事業者が、支給決定日以後に新たに取り組んだ事業に要した経費とし、支給決定

日前に取組みがあったもの及び支出があったものは含まない。 



別表２－２（第５条関係） 

 

助成対象経費の科目 

科 目 内容説明 

消耗品費 物品購入費 等 ※ 

委託費 
システム設計・システム構築・物品の設置・設定費・保守委託等の業

務委託料・システム導入時運用サポート費 等 

賃借料 機器リース料 等 

使用料 サテライト施設利用料・ソフトウェア利用料 等 

諸会費 サテライト施設登録料・入会料 等 

※税込単価１０万円未満のもの 



別表３ 支給申請 提出書類および提出部数一覧表（第８条関係） 

事業計画書兼支給申請書および誓約書 

① 

事業計画書 兼 支給申請

書（様式第１－１号または

様式１－２号） 

テレワーク機器導入事業は様式第１－１号、

サテライトオフィス利用事業は様式第１－

２号を提出すること。 

※両事業を申請する場合は、事業ごとに②以

下の書類を提出すること。 
原本１部 

 （別紙）事業所一覧 

・本社及び事業所について、事業所名称、所

在地及び労働者数を記載したもの。 

・都外に所在する事業所も含む。 

② 誓約書（様式第２号）  

助成対象事業者であることを確認するための書類 

③ 

雇用保険被保険者資格取

得等確認通知書 

(事業主通知用) 

(労働者２名分) 

 

・都内に勤務する常時雇用する労働者（申請

日時点で雇用保険加入期間が 6 か月以上）を

２名選定すること。 

・労働者が外国籍の方である場合、在留資格

および在留期限等の確認をするため、在留カ

ードの写しもあわせて提出すること。 

 

写し１部 

 

 

 

④ 
就業規則一式（労働基準監

督署の届出印のあるもの） 

届出義務の有無に係わらず、申請日の時点で

届出済であること。 

⑤ 
テレワークに関する規定

※ 

・テレワークに関する規定は、次の要件を全

て満たした内容であること。  

①労働時間の管理体制 

②情報通信機器の管理方法（貸与の有無等） 

③情報の取扱い 

④通信料の費用負担 等 

必要な事項について定めがあること。 

※就業規則にテレワークに関する規定がな

い場合、提出すること。名称は不問。 



⑥ 

会社案内または会社概要

（ホームページの写しな

ど） 

事業者（法人）名、代表者役職・氏名、所在

地（支店等を含む）の記載があるもの。 

原本１部 

⑦ 
商業・法人登記簿謄本 

（履歴事項全部証明書） 
発行日から３か月以内のもの。 

⑧ 印鑑登録証明書 発行日から３か月以内のもの。 

⑨ 
法人都民税・法人事業税の

納税証明書 

・申請時点で、直近の納期が到来しているも

の。 

・個人事業主においては、個人都民税および

個人事業税の納税証明書。 

テレワーク機器導入事業を実施する場合 

⑩ 
システムやネットワーク

の構築図 

システムやネットワークの全容がわかるも

の（現状および導入後）。 
原本１部 

⑪ 

見積書 

様式第１－１号経費内訳書に記載のある項

目（導入機器・システム構築等の作業内容等）

の積算根拠がわかる書類。 

写し１部 

 相見積書 

契約（購入）先１社あたりの契約（購入）金

額が、税込 30 万円以上の場合は、見積書を

複数提出すること。 

⑫ 

導入製品等の資料 

（製品情報および作業内

容） 

・製品を購入・リースをする場合 

導入する機器の製品情報（機能・仕様・価

格等）が具体的にわかるもの（カタログ等）。 

・ソフトウェアなどライセンス契約をする場

合 

導入するソフトウェアの製品情報（機能・

仕様・価格等）が具体的にわかるもの（カタ

ログ等）。 

・システム構築等の作業が発生する場合 

導入する機器・システム構築等の設定に伴

う作業費用が発生する場合は、具体的な作業

内容が分かるもの（仕様書等）。 



該当する上記の要件すべてを満たしていないと受理できません。 

※⑤テレワークに関する規定については、支給申請時点で未策定・未届けの場合は、実績報 

告時までに策定・届出のうえ、労働基準監督署の届出印のあるものを提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サテライトオフィス利用事業を実施する場合 

⑬ 
サテライトオフィス施設

の施設案内 

パンフレットや HP の写し、約款等、契約形

態・料金形態（様式第１－２号経費内訳書に

記載のある項目の積算根拠）・施設名称・施

設所在地がわかるもの。 

原本 

又は 

写し１部 



別表４－１ 中間稼働実績報告提出書類および提出部数一覧表（第１５条関係） 

（サテライトオフィス利用事業の内容を実施する場合）  

中間稼働実績報告書 

① 中間稼働実績報告書（様式第８号） 原本１部 

契約関係書類 

② 契約書  契約内容がわかるもの。 写し１部 

支出関係書類 

③ 請求書 日付の記載のあるもの。 

写し１部 
④ 

領収書または口座振込の控

え等支払を確認できるもの 

（※経費は原則、口座振込

で支払うこと） 

助成対象事業者が、助成事業遂行のために報

告対象期間に金銭の収受を行ったことの詳細

（契約内容や利用状況の詳細、単価、金額等）

が具体的に確認可能な内容であること。 

⑤ 
その他支給決定を受けた経

費に係る支払証拠書類 

財団職員の求めがあった場合、必要に応じて

提出のこと。 

原本又は 

写し１部 

 

別表４－２ 履行確認のための書類（第１５条関係）  

対象事業・経費 

サテライトオフィス利用事業を実施する場合 

① 組織図  
サテライトオフィス利用者が、東京都内で

勤務（所属）していることがわかるもの。 
写し１部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表４－３ 実績報告提出書類および提出部数一覧表（第１６条関係） 

実績報告書 

① 

実績報告書 

（様式第９－１号または 

様式第９－２号） 

テレワーク機器導入事業は様式第９－１号、

サテライトオフィス利用事業は様式第９－２

号を提出すること。 

原本１部  （別紙）事業所一覧 

・本社及び事業所について、事業所名称、所

在地及び労働者数を記載したもの。 

・都外に所在する事業所も含む。 

稼働実績確認書 

（様式第９－３号または様

式第９－４号） 

テレワーク機器導入事業は様式第９－３号、

サテライトオフィス利用事業は様式第９－４

号を提出すること。 

契約関係書類 

② 見積書 経費内訳がわかるもの。 

写し１部 

③ 発注書 発注の日付がわかるもの。 

④ 契約書（仕様書） 契約内容がわかるもの。 

⑤ 
委託完了届、業務完了届、

納品書 

・委託契約（システム設計委託など）の場合 

委託完了届、業務完了届を添付のこと。 

・委託契約以外の場合 

納品書を添付のこと。 

支出関係書類 

⑥ 請求書 日付の記載のあるもの。 

写し１部 
⑦ 

領収書または口座振込の控

え等支払を確認できるもの 

（※経費は原則、口座振込

で支払うこと） 

助成対象事業者が、助成事業遂行のために事

業実施期間から実績報告までの間に金銭の収

受を行ったことの詳細（契約内容や納品物の

詳細、単価、金額等）が具体的に確認可能な

内容であること。 

⑧ 
その他支給決定を受けた経

費に係る支払証拠書類 

財団職員の求めがあった場合、必要に応じて

提出のこと。 

原本又は 

写し１部 

請求関係書類 

⑨ 
助成金請求書口座振替依頼

書（様式第１２号） 
  原本１部 

 

 



別表４－４ 履行確認のための書類（第１６条関係） 

対象事業・経費 

テレワーク機器導入事業を実施する場合 

①  購入物品の写真 

・機器の場合 

購入した機器の写真  

・導入型ソフトの場合 

 ライセンス情報の記載がある画面のハー

ドコピー等。 

・クラウド等の場合 

 指定（登録）ログインのユーザーＩＤ（パ

スワード除く）やアカウント情報。 

写し１部 

②  

委託の成果物 

（システム・ネットワーク

説明資料） 

・システムの場合 

納品物一覧、検収書（受領した確証）、シ

ステム設計書（成果物）、テスト結果報告書、

作業報告書、画面、帳票等のハードコピー、

印刷物 等。 

・ネットワーク導入（VPN やファイアーウォ

ール等）の場合 

設定した設定書、設定 Config 内容を印刷

したもの 等。 

③  機器に関する説明資料 取扱い説明書等機器の仕様がわかる書類。 

④  稼働実績確認資料 
テレワーク実施状況が分かるタイムカー

ド・業務日報等。 

サテライトオフィス利用事業を実施する場合 

① 組織図  
サテライトオフィス利用者が、東京都内で

勤務（所属）していることがわかるもの。 
写し１部 
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